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研究成果の概要（和文）：本研究の全体構想は、ワークフェアの実態を把握するとともに、その実態に基づいた
政策評価を行う分析枠組みを構築することで、就労支援・所得保障政策の再構築を目指すことである。本研究の
成果として、第一に、ワークフェアを勤労倫理と家族規範の双方から捉えるとともに、公的扶助と就労支援を関
連付けて考察するための分析視角を得た。第二に、1970年代のワークフェアの事例として、ニューヨーク市の政
策を分析し、国家政策に先行する地方施策の重要性を明らかにした。第三に、フィールドワークを通して本研究
の仮説や課題を考察するうえで重要な一次資料を収集した。

研究成果の概要（英文）：This study explores a substance of workfare and makes a framework to 
evaluate a workfare policy based on it in order to propose new policies for employment support and 
income security. First, as a research outcome, I got analytical perspectives of workfare in order to
 relate work ethics to family norms, and relate public assistance to employment support. Second, I 
analyzed a policy in New York City as a case of workfare in 1970’s. It is important to focus on 
local policies which go in advance of national policies. Third, I got primary documents by fieldwork
 to analyze my hypotheses and agenda.

研究分野： 社会保障

キーワード： ワークフェア
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 社会的背景 
1980 年代からの国際的な雇用情勢の悪化

やグローバル化・脱工業化・IT 化・少子高齢
化により再編を迫られた欧米の福祉国家に
おいて、所得保障の条件に労働を課すワーク
フェアの政策展開が注目されていた。 
 発祥国であり主導国でもあるアメリカの
ワークフェアは、就労可能な公的扶助受給者
に労働を義務付け受給者が義務を果たすよ
う厳格に対処するものである。アメリカのワ
ークフェアは、ギデンズが体系化した「第三
の道」論の着想源になるなど広範な影響力を
持っていた。日本でも生活保護の改革議論が
本格化するなか、費用節減の観点からアメリ
カを参照して、就労可能な受給者に受給期限
を設ける案が提案されていた。 
 
(2) 学術的背景 
先行研究において、ワークフェアは、雇用

情勢の悪化を解決し得ず、就労を第一義的な
目的とし労働の中身や環境を問わないまま
福祉から労働に問題を投げ返すことが問題
視されていた。さらに日本では「所得保障の
条件としての就労義務」というよりも「所得
保障なき就労支援」が強調され、排除された
人々を単に労働市場に戻す点が批判されて
いた。日本の今後を展望するためにも、アメ
リカの公的扶助改革の歴史的経緯と実態を
知ることが重要となっていた。 
 
(3) 動機 
 日本は単に費用節減効果の観点からアメ
リカが主導するワークフェアに追従しても
よいのだろうか。受給者がどのような影響を
被るのかという観点からアメリカのワーク
フェアを批判的に検討することで、所得保障
と就労支援を結合させることの問題点を明
らかにしようと、研究を開始した。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、ワークフェアの実態を把

握するとともに、その実態に基づいた政策評
価を行う分析枠組みを構築することで、就労
支援・所得保障政策の再構築を目指すことで
ある。 
 具体的な目的は、アメリカの公的扶助の歴
史的変遷に関する事例研究を交えながらの
制度・政策分析によって以下の 4点を達成す
ることである。 
 
(1) 実態把握 
 ワークフェアによって公的扶助受給者が
どのような処遇を受けてきたのかを明らか
にする。 
 
(2) 政策評価 
 ワークフェアが受給者に負荷を与える要
因を理論的に解明し評価するための分析枠
組みを構築する。 

 
(3) 歴史的起源と変容過程 
 ワークフェアの起源に着目しながらその
変容過程を「所得保障と就労支援の結合強
化」という観点から考察する。 
 
(4) 日本への政策的含意 
 アメリカのワークフェアが日本の生活保
護改革に及ぼす政策的含意を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
本研究の方法は、文献読解とアメリカでの

フィールドワークによって、以下の仮説と課
題を明らかにすることであった。 
 
(1) ワークフェアの起源とジェンダーの仮
説 
 ワークフェアの起源は、1960 年代民主党政
権下のリベラル派政策立案者による福祉制
度改革構想にあり、当初プログラムへの参加
は自発的なものであったが、シングルマザー
への性差別によって、強制的なものに変容し
た。 
 

(2) ワークフェアの変容とリベラリズムの
仮説（1960 年代まで） 
リベラル派は、失業・貧困問題に対して、

短期的には所得保障で対応しつつも、中長期
的には就労支援による受給者の「就労自立」
を構想したが、受給者の就労は困難であり、
所得保障に重点が移ったものの、保守派との
妥協のなかで労働義務を強調する政策に変
容した。 
 
(3) ワークフェアの変容とリベラリズムの
仮説（1970 年代以降） 
 連邦の福祉改革議論から影響を受けなが
ら、ワークフェアは 1970 年代に地方レベル
で実験的なプログラムとして実現した後に、
連邦レベルで政策として定着していくが、そ
の過程で労働義務を強化する政策に変容し
た。 
 
４．研究成果 
 本研究の成果として、以下の 4点が挙げら
れる。 
 
(1) 分析枠組みの精緻化 
①図１に示すように、ワークフェアは、政策 
対象であるシングルマザーに対して、婚姻か
就労を促進するが、その背後には、福祉受給
を勤労倫理と家族規範を欠いた「依存」とみ
なす考え方がある。そのため、ワークフェア
の分析視角には、勤労倫理と家族規範を相補
的に捉える視点が必要であるとの視座を得
た（土屋 2012，小林 2016）。この視点は「実
態把握」を行ううえでも重要となる。 
 
②教育訓練を重視するリベラル派が、巨額の
費用を伴う就労支援に対しては擁護できな



いなかで、労働義務を重視する保守派が、勤
労倫理や家族規範を損なう現金扶助を制限
するための妥協策として就労支援に同意し、
両派の妥協によって、就労支援の枠組みが形
成されていったという分析視角を得た（小林
2015）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ワークフェアとジェンダー 
 
③先行研究を整理し、そのなかに本研究を位
置づける作業を進めた。特に比較研究
（Lodemel and Moreira eds., 2014）のなか
でアメリカの福祉改革がどう位置づけられ
ているかを整理し、国家政策と地方施策の関
係が戦略の観点からどのように変化したの
かを分析する視角が重要であることを明ら
かにした。 
 
(2) 1970 年代の政策と新たな知見 
 当初 1970 年代のワークフェア政策として
典型例であるカリフォルニア州の事例のみ
を分析する予定であった。しかし、ニューヨ
ーク市の事例が重要であるという新たな知
見を得て、同市の 1970 年代のワークフェア
政策を二次資料（Tait2005）によって分析し
た。これにより、1970 年代のワークフェアの
変容過程の分析により説得力を持たせるこ
とができた。また国家政策に先行する地方施
策を分析する重要性を明らかにした。 
 
(3) 資料収集と今後の展望 
以下のフィールドワークを通して本研究

にとって重要な資料を収集した。今後の展望
は、これらの資料を基に考察を行い、学会発
表や論文、学術書として、研究成果を発表し
ていく予定である。 
① ワシントン DC 
 連邦議会図書館において、ワークフェアの
起源とジェンダーの仮説と、ワークフェアの
変容とリベラリズムの仮説（1960 年代まで）
について、論証するための行政資料・議会資
料（Community Work and Training Programs
や Work Incentive Program）を収集した。
これは本研究の核となる「ワークフェアの起
源」を明らかにするうえで重要な意義を持つ
とともに、ワークフェアの政策評価を行うた
めに有益な指針を与える。 
 

② ニューヨーク州ニューヨーク市・オーバ
ニー市 
 ニューヨーク市の公立図書館やオーバニ
ー市の州立図書館において、1970 年代のワー
クフェア政策として、ニューヨーク市の労働
救 済 雇 用 プ ロ ジ ェ ク ト （ Work Relief 
Employment Project）についての一次資料（行
政資料・議会資料）を収集した。また 1980
年代の同州の福祉改革によって「所得保障と
就労支援の結合」が強化されていく過程を論
証するための資料を収集した。 
 
(4) 成果の社会的還元 
自作の HP からワークフェアについて情報

発信するなど、研究成果を広く社会に還元し
た。 
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